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日吉幼児園重要事項説明書

１ 施設の目的及び運営の方針

(1) 運営主体(事業者の概要)

事 業 者 の 名 称 社会福祉法人 日吉幼児会

事 業 者 の 所 在 地 長崎市飯香浦町3149-1

事 業 者 の 連 絡 先 電話 095-836-0333 FAX 095-836-0333

代 表 者 氏 名 理事長 沖永ちえみ

(2) 施設の概要

種 別 保育園

名 称 日吉幼児園

所 在 地 長崎市飯香浦町3149-1

連 絡 先 電 話 番 号 095-836-0333

ＦＡＸ番号 095-836-0333

施 設 長 氏 名 園長 沖永さとみ

開 設 年 月 日 昭和52年４月１日

利用定員 ２号 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

３号 ３人 ３人 ３人 ３人 ３人 ５人 20人

当園の基本理念・ 【保育理念】

方針 養護と教育が一体となって豊かな人間性を持った子どもを

育成する。

家庭や地域社会との連携を密にして家庭養育の補完を行い

子どもが健康・安全で情緒の安定した生活ができる環境を用

意し、自己を十分に発揮しながら活動できるようにする。

【保育の特徴】

◎ 園生活の中で職員全体が一人ひとりの子ども達を見守

り、抱きしめる機会を多くもって情緒の安定を図る よ

うに努力しています。

◎ 心身ともに、より健全な発達をめざし、スイミング、

坂登り、階段の上り下りを積極的に遊びの一つとして取

り入れています。

◎ 機会あるごとに読み聞かせをし、本の好きな子どもに

なるよう努めています。

◎ 地域交流の場に参加する機会を多く持つとともに、園

内にも受け入れる機会を心がけ、地域全体でともに子育

てをしている意識を高めながら、子どもの心に郷土愛を

育てます。

◎ 自然に囲まれてのお散歩をしています。
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(3) 施設の概要

敷 地 敷 地 全 体 ２，１１９．２３㎡

園 庭 ４０９．６４㎡

園 舎 構 造 鉄筋コンクリー２階建て

延 べ ３５２．１５㎡

(4) 主な設備の概要

設 備 部 屋 数 備 考

乳 児 室 １

ほ ふ く 室 １

保 育 室 ３

遊 戯 室 １ たんぽぽ組に設置

調 理 室 １

事 務 室 １

(5) 職員体制

職 種 員 数 常 勤 非常勤 備 考

園 長 １人 1人 0人

主 任 保 育 士 １人 1人 0人

保 育 士 ３人 2人 1人

保 育 従 事 者 ２人 0人 2人

調 理 員 ２人 0人 2人

事 務 職 員 ０人 0人 0人

(6) 利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日

提 供 す る 曜 日 月曜日から土曜日まで

保 育 時 間 保育標準時間 午前７時～午後６時(原則８時間)

保育 短時間 午前９時～午後５時(原則８時間)

延 長 保 育 保育標準時間 平日・土曜 午後６時～午後７時

保育 短時間 平日・土曜 午前７時～午前９時

午後５時～午後７時

開 所 時 間 月～土曜日 午前７時～午後６時

(１１時間)

休 業 日 日曜日・祝日

年末年始(12月29日～１月３日)



- 3 -

(7) 利用料等

利 用 者 負 担 長崎市が定める利用者負担(保育料)

(月額保育料)

実 費 徴 収 主 食 代 ２号認定児の米代 2,000円/月

副 食 費 ２号認定児の役所認定の副食費免除対象

者以外 5,000円/月

延長保育に係る利用 保育標準時間認定 平日 午後６時～７時 300円/１時間

者負担 4,000円/月

土曜 午後６時～７時 400円/１時間

1,000円/月

保育短時間認定 平日 午前７時～９時 300円/１時間

午後５時～７時 300円/１時間

土曜 午前７時～９時 400円/１時間

午後５時～７時 400円/１時間

一時預かり保育事業 ０歳児 3,000円 １歳児 2,500円 ２歳児 2,000円

に係る利用者負担 ３歳～５歳児 1,500円 (１日当たり)

※ 料金が発生した際に、現金にて幼児園へお支払いください。

(8) 提供する特定教育・保育の内容

子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に基づき

利用子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供します。

子どもが、毎日の幼児園での食事を通じて、食事を作る人を身近に感じ、作ら

れた食事をおいしく、楽しく食べることで「生きる」ことを実感できる環境を作

れるようにしています。

食物アレルギーに対しては、給食時はアレルギーを含まない物に代替えすると

ともに、区別しやすいようにラップをかけ、アレルギーと表記しています。

(9) 年間行事予定

月 行 事 内 容

４月 入園式、保護者会総会、遠足、避難訓練 、お誕生会

５月 園児内科検診、避難訓練 、お誕生会

６月 希望者のみ個人面談、園児歯科検診・育児講座、苗植え、避難訓練、

お誕生会

７月 七夕飾りつけ、飯香浦町伝統行事地蔵祭り参加、避難訓練、夏まつり

お誕生会

８月 お泊り保育、避難訓練 、交通安全教室 、お誕生会
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９月 地元老人会訪問、日吉小中学校運動会へ参加、日吉小中学校秋祭りに

参加、避難訓練 、お誕生会

10月 ふれあいフェスティバル(運動会)、避難訓練、お誕生会

11月 園児内科検診、園児歯科検診、避難訓練 、お誕生会

12月 クリスマス会、避難訓練 、お誕生会

１月 鬼火炊き、避難訓練 、個人面談、お誕生会

２月 豆まき、地元の野菜品評会参加、交通安全教室、日吉小中学校保育体

験受入、園外学習、避難訓練 、生活発表会、お誕生会

３月 ひなまつり、避難訓練、お誕生会、卒園式

(10) 利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

【２号・３号認定子ども(保育認定)】

利 用 者 の 決 定 市 が 行 う 利 用 調 整 に よ る

・ ２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき

退 園 理 由 ・ 保護者から退園の申出があったとき

・ 利用継続が不可能であると市が認めたとき

・ その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき

利用に当たっての ・ 当日に欠席、又は登園が遅れることを連絡する場合は

留意事項 午前９時30分までに電話でご連絡ください。(お給食の

準備の都合上)

・ 原則として、保育時間内でのお迎えをお願いします。

緊急の場合で、お迎えが遅れたりする時は、連絡をお願

いします。

・ 熱が３７.５℃(R2.２月より)ある場合は登園を控えて

ください。

また、登園後に38℃を超えた場合には、お迎えの連絡

をさせていただきます。

・ 開所前に、長崎市から警戒レベル４以上の避難情報が

発令された場合は、原則として保育を休務とします

(11) 嘱託医

ア 内科医

医 療 機 関 名 天本内科

院 長 名 天本大輔

所 在 地 長崎市万才町７－１

電 話 番 号 095-823-8575
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イ 歯科医

医 療 機 関 名 ありた小児矯正歯科

院 長 名 有田有紗

所 在 地 長崎市宝栄町14－８

電 話 番 号 095-862-8131

(12) 緊急時における対応方法

特定教育・保育の提供を行っている利用子どもに、体調の急変が生じた場合そ

の他必要な場合は、速やかに子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必

要な措置を講じます。

【管轄する消防署】

消 防 署 名 長崎市中央消防署(茂木消防所)

所 在 地 長崎市興善町３番１号

電 話 番 号 095-820-0119

【管轄する警察署】

警 察 署 名 長崎警察署

所 在 地 長崎市尾上町5-26

電 話 番 号 095-822-0110

(13) 非常災害対策

防 火 管 理 者 理事長 沖永ちえみ

消防計画届出年月日 令和５年12月12日 (更新中)

避 難 訓 練 12回 避難及び消化を想定した訓練を月１回実施します

防 災 設 備 消火器、誘導灯、自動火災報知機、ガス漏れ報知器

非常警報装置、屋外避難階段、防火カーテン

避 難 場 所 園庭、日吉小中学校体育館

緊急時の連絡手段 電話、メール(ライン)連絡網、園ホームページでの告知

(14) 相談・要望・苦情窓口

相談・苦情受付担当者 主任保育士 岸本ゆりか

相談・苦情受付責任者 園 長 沖永さとみ

第 三 者 委 員 峰 富士雄 電話 095-836-0412

平尾 和夫 電話 095-836-0361
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【要望・苦情への対応方法】

要望・苦情等を受け付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。

なお、要望・苦情等の内容を記録し、市からの求めがあった場合には、必要な

改善を行い、市に報告します。

(15) 利用者に対しての保険等

保 険 の 種 類 日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」

保 険 の 内 容 施設の管理下での災害に対する給付

保 険 金 額 ３７５円(年額)

(16) 個人情報の取り扱い

特定教育・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情

報や秘密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供す

ることはありません。

(17) 子育て支援の取組み

当園では、園児や保護者、地域の皆様の子育て家庭に向けて、「子ども英語教

室」「親子でリトミック」「ことばとあそびの相談会」等を毎月行っています。

(18) その他の留意事項

当園における保育の提供を開始するに当たり、本書面に基づき重要事項の説明を行いま

した。

保育所名 日吉幼児園

説 明 者 職名 園長 沖永さとみ

私は、本書面に基づいて日吉幼児園の利用に当たっての重要事項の説明を受け、同意しま

した。

年 月 日

児 童 氏 名

保護者住所

保護者氏名

児童から見た続柄 印
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